
町名地番変更に伴う住所変更等手続き

　 　 　 土地区画整理事業の完了に伴う 町名地番変更により 、 住所や本籍、 土地・ 建物の表記が変

　 　 わり ます。

　 　 　 こ れに伴う 住所変更などの手続きにつきまし ては、 事業区域内にお住まいの方や事務所等

　 　 を設置し ている事業者の皆様が、 直接変更の手続き をし ていただく 必要のあるも のと 、 市役

　 　 所など関係機関が住所の書換え手続き を行う も のがあり ます。

　 　 　 それぞれ代表的なも のについて、 以下のページにより ご案内いたし ますので、 ご自身の該

　 　 当する項目をご確認く ださ い。

　 　 　 こ れら 以外にも 、 勤務先等への届出、 各種許認可・ 免許、 預貯金通帳や生命保険、 携帯電

　 　 話など、 住所の届出を要するも のがあり ますので、 ご自身が契約を結ばれている各機関に直

　 　 接ご確認のう え、 所定の手続きをお願いし ます。

　 　 　 なお、 各種手続きは、 換地処分公告（ 町名地番変更の実施日） 以降に行っ ていただき ま

　 　 すよう お願いし ます。

　 　 　 　 　 　 　 　  　 ■年金関係　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ 、 ８ ページ

　 　 　 　 　 　 　 　  　 ■不動産（ 土地関係） ・ 法人登記関係　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ８ ページ

　 　 　 　 　 　 　 　  　 ■保険・ 金融・ その他関係　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ９ ページ

 　   １ ． 茂原市が変更手続き を行う も の（ 皆様の手続き が不要なも の） ・ ・ ２ ページ

　 　  ２ ． 皆様に住所変更の手続き をし ていただく も の

　 　 　 　 　 　 　 　 　  ■住民登録・ 福祉・ 税・ 農業・ 教育関係　 ・ ・ ・ ・ ５ 、 ６ ページ

　 　 　 　 　 　 　 　 　  ■自動車関係　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ ページ

　 　  「 新旧の住所を確認でき る書類について」 　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ０ ページ

茂原市マスコットキャラクター

モバりん

新町名の郵便番号は

「２９７－００７９」
になります。

※茂原市ゆたか土地区画整理事業区域内

の長尾と腰当にお住まいの方のみが対象

となります。
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介護保険被保険者
証

新住所の被保険者証を茂原市より お送り し ます。

介護保険負担割合
証

新住所の負担割合証を茂原市より お送り し ます。

高齢者支援課
0475-20-1572

戸籍の本籍変更

国保年金課
0475-20-1503

新住所の特定疾病療養受療証を茂原市より お送り し ます。

後期高齢者医療被
保険者証

新住所の被保険者証を茂原市より お送り し ます。

国民健康保険特定
疾病療養受療証

国民健康保険限度
額適用認定証また
は国民健康保険限
度額適用・ 標準負
担額減額認定証

新住所の限度額適用認定証または、 限度額適用・ 標準負担額減額
認定証を茂原市より お送り し ます。

後期高齢者医療特
定疾病療養受療証

新住所の特定疾病療養受療証を茂原市より お送り し ます。

国民年金第1号被保
険者の住所変更

原則、 手続きは不要ですが、 今回の住所変更後3か月以上経過し て
も 日本年金機構から の郵送物が変更前の住所で送ら れた場合は、
茂原市役所国保年金課または千葉年金事務所（ 043-242-6320） へ
お問い合わせ下さ い。

後期高齢者医療限
度額適用認定証ま
たは後期高齢者医
療限度額適用・ 標
準負担額減額認定
証

新住所の限度額適用認定証または、 限度額適用・ 標準負担額減額
認定証を茂原市より お送り し ます。

国民健康保険税の
納税通知書

国民健康保険被保
険者証

新住所の被保険者証を茂原市より お送り し ます。

住所欄は、 茂原市の職権で書き換えます。

本籍欄は、 茂原市の職権で書き換えます。

茂原市が職権で本籍を書き換え、 「 本籍の変更について（ お知ら
せ） 」 をお送り し ます。

そのまま使用できます。

市民課
0475-20-1502

茂原市が職権で戸籍附票の本籍・ 住所を書き換えます。

（こういうことは）
事項

各お問合せ先

戸籍附票の住所変
更

　 住民票
（ 住民基本台帳）

印鑑登録原票 茂原市が職権で住所を書き 換えます。

１ 茂原市が変更手続き を行う も の（ 皆様の手続き が不要なも の）
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高齢者支援課
0475-20-1572

介護保険負担限度
額認定証

新住所の受給券を茂原市より お送り し ます。

障害福祉サービス
受給者証

新住所の受給者証ラ ベルを茂原市より お送り し ます。

重度心身障害者医
療費助成受給券

障害福祉課
0475-20-1666

市県民税・ 軽自動
車税の納税通知書

そのまま使用できます。
市民税課
0475-20-1577

施設等利用給付決
定通知書

そのまま使用できます。

子ども 医療費助成
受給券

新住所の受給券を茂原市より お送り し ます。

茂原市が新住所に変更し ます。
住所変更はがき の提出は不要です。

固定資産税・ 都市
計画税の納税通知
書

そのまま使用できます。 なお、 令和４ 年４ 月に送付する納税通知
書では「 所有者住所は変更後の表記、 所有する土地家屋の所在は
変更前の表記」 と なり ますのでご了承く ださ い。

資産税課
0475-20-1579

秘書広報課
0475-20-1512

農業委員会
0475-20-1530

各お問合せ先

新住所の負担限度額認定証を茂原市より お送り し ます。

「 広報も ばら 」 郵
送申し 込みを行っ
ている方

引き続き 新住所に「 広報も ばら 」 を郵送し ます。

登録の農地の表示を農業委員会で訂正し ます。農地銀行

固定資産課税台帳
における土地・ 家
屋の所在表示の変
更

不動産登記に伴い、 固定資産課税台帳における土地・ 家屋の所在
表示を茂原市で変更し ます。
登記し ていない家屋についても 、 茂原市で変更し ます。 なお、 固
定資産税の徴収基準日は毎年１ 月１ 日のため、 変更後の表記と な
るのは令和５ 年度から です。

固定資産課税台帳
における所有者住
所の変更

新住所の受給券を茂原市より お送り し ます。

（こういうことは）
事項

自立支援医療受給
者証（ 更生医療・
育成医療）

新住所の受給者証を茂原市より お送り し ます。

障害児通所受給者
証

新住所の受給者証ラ ベルを茂原市より お送り し ます。

ひと り 親家庭等医
療費等助成受給権

子育て支援課
0475-20-1573

新住所の受給券を茂原市より お送り し ます。

子ども のための教
育・ 保育給付認定
可否決定通知書

そのまま使用できます。

児童扶養手当証書

１ 茂原市が変更手続き を行う も の（ 皆様の手続きが不要なも の）
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上下水道の使用場
所（ 住所）

使用料は㈱東計電算がこ れまでどおり 検針を行い、 新住所宛てに
水道料金と 併せて納付書、 領収証等をお送り し ます。

長生郡市広域
市町村圏組合
水道部
0475-23-9491
下水道課
0475-20-1549

都市計画課
0475-20-1546

学齢簿等の住所変
更

茂原市で変更し ます。
学校教育課
0475-20-1558

環境保全課
0475-20-1504

農業委員会
0475-20-1530

デマンド 交通「 ふ
れあい」

新住所の利用者カ ード を茂原市より お送り し ます。

千葉県青少年相談
員名簿記載事項変
更

事務局で変更し ます。
生涯学習課
0475-20-1559

農地台帳 登録の農地の表示を農業委員会で訂正し ます。

犬の登録 茂原市が登録原簿の住所変更手続きを行います。

１ 茂原市が変更手続き を行う も の（ 皆様の手続き が不要なも の）
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障害福祉課
0475-20-1666

精神障害者保健福
祉手帳

本人又は家族 障害福祉課
お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

○新旧の住所を確
認できる書類
○精神障害者保健
福祉手帳
○個人番号のわか
るも の

各お問合せ先
（こういうことは）

事項
（だれが）
該当者

（どこへ）
申請・届出先

（いつまでに）
手続きの期限

（なにをもって）
提出書類等

住民基本台帳カ ード
（ プラ スチッ ク 製）
の住所変更

本人又は同一
世帯員

市民課
お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

〇住民基本台帳
カ ード
※暗証番号（ 数字
４ 桁） が分かるよ
う にし てきてく だ
さ い。

〇マイ ナンバー
カ ード
※暗証番号（ 数字
４ 桁及び英数字６
桁以上１ ６ 桁以
下） が分かるよう
にし てき てく ださ
い。

本人又は同一
世帯員

市民課
お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

■ 住民登録・福祉・税・農業・教育関係

市民課
0475-20-1502

・ マイ ナンバーカ ー
ド （ プラ スチッ ク

製： 写真付） の住所
変更

・ 在留カ ード
・ 特別永住者証明書

本人又は同一
世帯員

市民課
お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

〇在留カ ード 、 特
別永住者証明書

身体障害者手帳 本人又は家族 障害福祉課
お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

○茂原市から 送ら
れた通知文
○身体障害者手帳
○個人番号のわか
るも の

療育手帳 本人又は家族 障害福祉課
お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

○茂原市から 送ら
れた通知文
○療育手帳

２ 皆様に住所変更の手続き をし ていただく 主なも の
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各お問合せ先

図書カ ード
( 住所変更)

原則と し て本
人

市立図書館及
び東部台文化
会館図書室

届出の期限は
あり ません。
お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

〇新旧の住所を確
認できる書類

農業委員会
0475-20-1530

生活保護受給者の
居住地

本人又は家族
又は世帯員

奨学生・ 借受人異
動届

奨学生（ 茂原
市奨学資金を
貸り ている
者） ・ 借受人
（ 返済し てい
る者） 及び連
帯保証人

社会福祉課

6ヶ 月以内を目
安と し て変更
手続きを行っ
てく ださ い。

○世帯変更申請書
社会福祉課
0475-20-1571

農業者年金
（ 住所変更）

本人又は家族
JA長生
( 茂原支所
又は本納支所)

お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

（ ※） 通知カ ード を持参の場合は、 本人確認書類（ 運転免許証、 パスポート 等） が必要です。

教育総務課

届出の期限は
あり ません。
お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

○奨学生・ 借受人
異動届

教育総務課
0475-20-1557

市立図書館
0475-23-6151

（こういうことは）
事項

（だれが）
該当者

（どこへ）
申請・届出先

（いつまでに）
手続きの期限

（なにをもって）
提出書類等

○農業者年金
  住所変更届出書
〇年金証書

自立支援医療受給
者証
（ 精神通院医療）

本人又は家族 障害福祉課
お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

○新旧の住所を確
認できる書類
○自立支援医療受
給者証
○個人番号のわか
るも の

■ 住民登録・福祉・税・農業・教育関係

障害福祉課
0475-20-1666

特別児童扶養手当
証書

本人又は家族 障害福祉課
お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

○新旧の住所を確
認できる書類
○特別児童扶養手
当証書
○個人番号のわか
るも の
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お早めに手続
き をし ていた
だく 法的義務
はございませ
んが、 売買・
廃車等をさ れ
る方は、 旧住
所のままでは
支障があり ま
すので、 必要
に応じ て手続
き をお願いし
ます。

関東運輸局
千葉運輸支局
袖ヶ 浦自動車
検査登録事務
所
050-5540-
2025

軽自動車検査
協会
千葉事務所
袖ヶ 浦支局
050-3816-
3116

軽自動車の所有者
及び使用者

軽自動車検査
協会
千葉事務所
袖ヶ 浦支局

自動車の所有者及
び使用者

関東運輸局
千葉運輸支局
袖ヶ 浦自動車
検査登録事務
所

■年金関係

　　＜ご注意ください＞　市役所以外の住所変更手続きに際しては参考となります。
　　　　　　　　　　　　　　お手続きの前に必ずお問い合わせください。

（こういうことは）
事項

（どこへ）
申請・届出先

（いつまでに）
手続きの期限

（なにをもって）
提出書類等

各お問合せ先
（なにをもって）

提出書類等
（いつまでに）
手続きの期限

（どこへ）
申請・届出先

（こういうことは）
事項

　　＜ご注意ください＞　市役所以外の住所変更手続きに際しては参考となります。お手続き
　　　　　　　　　　　　　　の前に必ずお問い合わせください。

■自動車関係

自動車運転免許証

運転免許セン
タ ー

最寄り の警察
署

期限はあり ま
せん。
お早めに変更
手続きを行っ
てく ださ い。

千葉運転免許
センタ ー（ 幕
張）
043-274-2000

最寄り の警察
署

○「 新旧の住所を確認できる書
類」
○運転免許証
○本籍の変更も ある場合は「 本籍
変更について（ お知ら せ） 」 （ 2
ページ「 戸籍の本籍変更」 参照）
が必要になり ます。

○「 新旧の住所を確認できる書
類」
○自動車検査証
○所有者、 使用者が別で登録さ れ
ている場合は使用者印（ 個人の場
合は認印、 法人の場合は代表者
印）
○所有者印（ 個人の場合は認印、
法人の場合は代表者印）

千葉年金事務
所
043-242-6320

各お問合せ先

各種年金（ 国民年
金・ 厚生年金） を
受給さ れている方
のう ち毎年、 現況
届を提出さ れてい
る方の住所変更

年金サテラ イ
ト 茂原または
千葉年金事務
所

お早めに変更
の手続き をお
願いし ます。

千葉年金事務所へお問い合わせ下
さ い。

※共済年金受給者は各共済組合へ
お問い合わせ下さ い。
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各お問合せ先
（なにをもって）

提出書類等

（いつまでに）
手続きの期限

厚生年金、 共済組
合加入者及び第３
号被保険者の住所
変更

勤務先
各共済組合

（なにをもって）
提出書類等

勤務先及び各共済組合へお問い合わせ下さ い。

お早めに手続
き し ていただ
く 法的義務は
ございません
が、 売買・ 抵
当権等の設定
又は抹消をさ
れる方は、 旧
住所のままで
は支障があり
ますので必要
に応じ て手続
き をお願いし
ます。

土地建物の登記簿
（ 所有者の住所変
更）

※土地・ 建物の所
有権者の方で、 変
更地区に住所があ
る方が対象です。

※表題部（ 土地建
物の表示） は法務
局で書き換えます
ので、 手続きは不
要です。

千葉地方法務
局
茂原支局（ 登
記所）

【 注意】 登記上の住所と 変更前の住所が異なる方
は、 別途、 住所変更の登記申請が必要と なる可能
性があり ます。 その場合、 住所変更証明書のほか
に戸籍の附票等（ 有料） が必要と なる場合があり
ます。

商業・ 法人登記

商業・ 法人登
記の本店等、
役員の住所を
管轄する法務
局（ 登記所）
千葉県内の場
合は千葉地方
法務局
法人登記部門

≪お早めに変
更の手続きを
お願いし ま
す。 ≫

本店の場合
２ 週間以内

支店の場合
３ 週間以内

○「 新旧の住所を確認できる書
類」
○登記申請書
○届出印鑑≪法人印≫

商業・ 法人登
記の本店等、
役員の住所を
管轄する法務
局
千葉県内の場
合は千葉地方
法務局
法人登記部門
043-302-1315

○「 新旧の住所を確認できる書
類」
○登記申請書
○印鑑≪シャ チハタ 不可≫
○本籍の変更も ある場合は「 本籍
表示変更通知書」 （ 2ページ「 戸籍
の本籍変更」 参照」 も 必要です。

千葉地方法務
局
茂原支局
0475-24-2188

（どこへ）
申請・届出先

■不動産（土地建物）・法人登記関係

　　＜ご注意ください＞　市役所以外の住所変更手続きに際しては参考となります。
　　　　　　　　　　　　　　お手続きの前に必ずお問い合わせください。

（こういうことは）
事項

（どこへ）
申請・届出先

（いつまでに）
手続きの期限

■年金関係

　　＜ご注意ください＞　市役所以外の住所変更手続きに際しては参考となります。
　　　　　　　　　　　　　　お手続きの前に必ずお問い合わせください。

（こういうことは）
事項
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金融機関
各種許認可免許
登録証等

住所変更証明書

その他の必要書類は、 各関係機関へお問い合わせ
く ださ い。

勤務先の社会保険担当部署にお問い合わせく ださ い。

各機関へお問い合わせく ださ
い。

■保険・金融・その他関係

　　＜ご注意ください＞　市役所以外の住所変更手続きに際しては参考となります。
　　　　　　　　　　　　　　お手続きの前に必ずお問い合わせください。

（こういうことは）
事項

（どこへ）
申請・届出先

（いつまでに）
手続きの期限

（なにをもって）
提出書類等

　 また、 変更後、 し ばら く の間、 旧住所で郵便物等が発送さ れる場合も ございますが、 ご理解

の程よろ し く お願いし ます。

　 尚、 上記一覧は主なも のです。 詳し く は各機関へお問い合わせく ださ い。

社会保険に加入し
ている方

勤務先の社会
保険担当部署

ク レジッ ト カ ード
会社等

ご契約のク レジッ ト カ ード 会社等へお問い合わせく ださ い。

その他 勤務先の会社、 通学先の学校等への届出、 携帯電話等の手続きをお願いし ます。

■住所変更通知用はがき

の新住所のお知ら せにご利用く ださ い。 【 １ 世帯当たり 一般世帯５ ０ 枚、 法人は必要枚数申請】

（ 葉書は、 換地処分後に郵送でお配り し ます。 ）

　 日本郵便株式会社から 提供さ れた「 住所変更案内葉書」 をお配り し ますので、 知人や取引先等へ

　 その他、 住所変更を 必要と するも のがある場合は、 適宜ご自身で変更手続き をし ていただき

ますよう 、 ご理解と ご協力をよろ し く お願いし ます。

TEL0475-20-1548

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 発行・ 監修

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 茂原市都市建設部都市整備課

茂原市マスコットキャラクター

モバりん
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申請窓口

手数料

提出書類

申請窓口

手数料

※交付請求の際に、「区画整理により変更になった【住所の履歴】の記載が必要」であることを必ず

できませんので、必ず「窓口」で交付を受けてください。

※コンビニエンスストアのマルチコピー機では、【住所の履歴】などを記載した住民票の写しは発行

手数料は無料です。手数料

④ 住民票の写し （「住所の履歴」が記載されたものに限ります。）

茂原市役所市民課（庁舎２階）①番の窓口、本納支所の窓口で行う事が出来ます。

１通３００円掛かります。

③ 所在地番変更証明書

　土地区画整理事業の実施に伴う法人の所在地（町界　町名　地番）の変更を証明するものです。

申請窓口 茂原市役所市民税課（庁舎２階）⑩番の窓口で行う事が出来ます。

　お伝えください。

② 住所変更証明書

送付しています。

　この証明書は、住所の変更を証明する書類として、下記②の証明書と同様に、各種の住所変更

手続きの際にご利用いただけますが、再発行ができないため、最初に送付した枚数で足りない場

「新旧の住所を確認できる書類」について

住所変更手続きに必要な「新旧の住所を確認できる書類」とは、次の①～④のいずれかになります。

① 町名地番変更証明書

　土地区画整理事業の整備が完了（換地処分公告）することに伴い、住所（町界 町名 地番）が変

更されますが、その際に送付される文書が「町名地番変更証明書」です。この証明書は、住所（町

界 町名 地番）の変更実施日時点において、変更地区内に住民登録をされている皆様、あるいは

事業施行者が実施した調査等により事業所や営業所などの所在が確認できた事業者の皆様へ

合や、紛失された時は、下記②の証明書を申請してください。

手数料は無料です。

（１）必要事項を記入した申請書（申請書用紙は市民課窓口にあります。）

（２）申請者（来庁される方）の身分証明書（運転免許証等）

※　申請者が別の世帯の場合、委任された方からの委任状

　土地区画整理事業の実施に伴う住所の変更を証明するものです。上記①の証明書と内容は同

じですが、申請により証明するものとなっており、氏名が記載されます。

　最初に送付した「町名地番変更証明書」が足りない場合、または、氏名が記載された証明書が

必要な場合にご利用ください。

茂原市役所市民課（庁舎２階）①番の窓口で行う事が出来ます。
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